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議 事 録

会議名 第2回 寒)H町高齢者褐祉計画見直し検討毒員会

日 崎
平成 23年 11月 2日 (水)

午後 1時 から
開催形態 公 開

場 所 馨)町 役場東分庁含 2階 第 3会 議ヨ

出席苦

長崎悟委員長、神居―鮭副雲員長、薄騒昭雌委員、高橋層治妻

員、小林きぬ子委員、高橋構矢委員、喜多村出委員、中間鶴自8

委員、ち井祥子委員、佐藤敬委員、森非願子委員、瀬戸邦ひろ

委員

議 題

第2手  高 齢書を取り書<状 況について

第3章  計 画の基本的方向 こついて

第4章  高 齢者施策の廷遣について

第5章  要 支援書 要 介護者庵策の推進について

第6章  保 険料の適正な算出と経済的支援について

介護保険サービス事業書アンケー ト結果報告

篤7章  計 画の円滑な運営について

決定事項

1 介 謹予崎の事業内容に広報活動を加える。

2 第 1章 「計画策定の背景Jの 環目に介護保険法改正について魯きお0

える。

3 健 康診査受診率の45%と いう数字については、確轟して記朝方法

を変更する。

4 窓 口に関するフローチャートの作成を検討する。

5 要 介護記定期間の短縮に努める。

6 資 町 の58 60頁 の見込み量の数値を精査し直す。

7 資 料1の 68真 「(2)安 b 安 全な町づくりの推進」の相に要介

護者の虐待に関する項目をカロえる。



く長崎委員長>騒 題に入る前に、事業化分けについて何かあれば
く事務局>仕 分け人では は り 矢 マッサーシ補助霞業は必要ないたろうとい
う意見になつている。ただ、町としては、7備 以上の方さ外に出て行く機会

を増やすために、県から出ている補助金を使つて は り 食 マッサージ事業

を総続していこうと書えてしヽる

1 第 2手  高 齢書を取り巻く状況 第 3事  計 画の基本的方向 第 4章  商 齢

者瓶察の推進について

く長崎委員長>て は詠事に入る。議題1について説明を。
く事務る>資 州1について全て差し督えしたので主な変更箇所を説明りとい

まa葉 2章 にグラフを入れた ま た 第 3章にあつた空構を寝めた。第6車

にあった旧々の表を一つにまとめて見やすくした それでは第2肇から4撃ま

で一括して説明する 【以下 隈 料Hに基づき説明】

く委員長>ラ の説明に質闇はない力ヽ

く高橋働 委員>第 4次 計画の際に、健康福祉鶴台セツターを作ることについて

20f度 に見直しを行うと聞いていたAそ の後それに関してどのようなこと

が決まったのか
く事務局>鞠 台福祉セツターは土地の確保はできた'工 泉体的な麗捜の計画は

まに立っていない。数年以内に検討部会を立ち上げて建設について検討りこ
い。今現在臭体的なことは確定していない。

く高橋(潤委員>福 祉センターの選設廊 2目の 「今後計画でとくに取り組むベ

き課囲 の 「(1)地 域包馬ケアシステムの喜億」に言めて,後 検討していく
のか。第5次計画には入つてくるのか。

(事 務局>第 5次 には入らない。福祉センターについては 関 係各課の討議t5

上部の軒司などを得てから霊絞に入るので ま だ実現には時間を要する

(高 隔幅D委員>36東 「健康保持の推進Jでは、メタボリック症候群やたばこに

ついてはメディアで取り上|すられた結果-38改書が見られているので こ れ

についての広報0司 知が必要ではないか。また 、軒 東「介護予防の推進Jに

関しても 「蔭康日本21」では 運動の経統ができていないことが課題とな

っており そ れを踏まえて広報や周知を行う必要があるのではない力ヽ その

点に関して明記する必要があるのではないな

く事務局>こ ちらとしても広報が重要だと感じているので 介 懐予Ftの事業内

容に広報活動をお8えさせていただく。

(畜 多村委員>介 霞保険法の改正が6月 にあった力ヽ それに基づいて今回の計

画が立てられていると言えると 改 正前の計画とどこが変わつたのか。
く事務局>介 護保険法改正に伴い変わつた項目としては 48東 「(2)地 域密

首型サービス」の 「定期巡回 随 時対8型 務間介譲」と 「裡台型サービスJ

が新たなサービスとして加わった点 また 「(3)施 設サービス」において

介護療蓑型医療施設が23年 度末て廃止になるところを29年度末廃止ほ延長

された点 以 上74tE更点となる
く事務局>そ の改正点を踏まえて 32頁 の 「(4)生 活支援サービスの充実」
「(5)介 ほサービスの充実」に記述を加えた。

く事務周>モ れを踏まえ、第1章 「計画策定の背景Jの 項目に介護保険法改正



を38えることとする。
く長崎委員長>整 東に 「(2)団 境の世代の地域活動に対する支題」とある力【
団盛の世代のみに黛点を綾っているのはなゼか。    ■

く事潮邑>団 観の世代力ち ょうとこの期間に面 歳以上になるから。高BI者の数
が今までよリー気に増える。彼らの社会多加を提したい。

く百橋聞 委員>36京 の 「健康診詢 の相について 現張と筆題にあふ 46Z
の受診率は 「高受惨率」とはいえないのではないか。また 健 康移査の対象
書が2撃 護 7Jら生活保コ宴h・書のみに変更されたという点は 逆に後退した
ようにこれる。EIE彦 =の 制使を低おさせないと鶴康雄持は発しくなるので
はない札

(事 務局>健 康診査中 上の方すバてが寝診できるよ 控閣高い者ついて
は保険制度が泉なるのでそこで倉かれてい&生 活保護受aS書の健康診査 3
記朝のとおり保健輝が担っている,Xそ れ以外の高鯖者の務琶は保険年金躍
など他の謀が実施して力かれている。Ftだ、実擦にはこれらがひとつの■集
として動いている

く事務陶>健 康移資隻移率の4銚 としヽう数字については、確83して8Bは方法を
変えることとする。

く高橋{翔委員>確 観であるが、健康診査は今まで通りに実施されているのか。
(亭 濁弓>モ の通り。
(小 林委員>鯉 霊保持のためにEIR珍 査の受診は案内してあるよ 介8の 掲会
になると壊たきりになったj8合なとどうすればよいれ こうなつた0ど うす
るかを一監で紹介する家などがあれば卸かる.

(事 務局>惑 □的にはたらいまわししないような形にはなっている。8日 のフ
El―チャートが作成できるかについては俊討しておく。

2 第 5■  要 政盟者 筆 介田者随策の推進 埼 6章  保 険料の適正な"出 とほ

済術寸恕 的 一ビス吾去雪アンケートお冥報告について

く長崎委員長>で は次の日手に入&強 癒2に つしヽて説明乞
く事潮司>そ れでは、観いて第6t● 第 6■ について一括して説明させてしヽた
だく。瞭 料1 悔 料2に 雲づ書脱08】

く高橋傷〕委員>52東 「閥定口至含委員研修の実施Jに ついて。RIE、 介題線
定が遅れている高齢畜が多い。何度も関係者に活を聞いているな いまたに
改善されない。観定が出ないことでブラン組みの時に困るので 「具体的な内
勧 の幅に 介 醸阻定の3運 な対応についてきつく言いてしヽただき、実施し
ていたにくと助かる

<事 務局>確 かに介題閣定に時間がかかつておりご逃惑をおかけして申し限な
い。その下の 「コ窮処理体制の充実」の相にあるように、回定密栗3eC日 以
内に出すとしヽう決まりがあるにもかかわらユ それより長く 36～ 7日かか
ることがある 改 番に努めたしヽ

く琶多村委員>43東 「地城密■型サービスJに つい毛 32頁 「(4)生 活支盟
サービスの充民J「(5)介 ほサービスの充軸 にあるように 改 正によって
新たに入って来た内害を実施するかは市町村の判断であり、様村を行つとあ
るが 穣 対の室年となるものはとついつたものか。

く事翔弓>地 域受援事業の中で展閑する事業については、町がどれだけ聾日て
きるかまだ力からないので、第5次 の間に書える 保 険籍付については事業
所の彦入特ちにが、鬱入の手を害アている事業者がいるので 卑 価や内雷が



具体的に決まり次第 保 畷料に反映する
く長崎委員長>結果的には実駆するということでょいぁ  )―
く事務局>実 施はするよ 具体的な阿述はまだできない状態tぁ る。
く首原香員>58東 「介霞予防サービスの実績と見込み」の85間介接の実鎖や
60真 6の 「介護予崎揮知症対応型通所介護Jの 実績は 23年 度から24年 度
で倍増する見込みた力ヽ これは事業の方的性別回か変わると閣議してよいか。

く事務同>ま ま 3コ 3の今年度の実績は、現在進行形ということで ま た,
年度の半年に満たなしヽ期間での実績になつている。また 回 獣の見込みにつ
いては 過 去の実額などのデー47を国のワークシートとしヽう集計表で集81を
行つている 58東 の訪問介護やめ間リハピリテーションの相について、件数
はある程度適正であるが 回 数や日数が過大となつている。結付安などは適
正な数値洲Jているの(回 数などは樹寸費に合うよう精歪し直す

第7率  8t画の円滑な運営について
く長崎委員長>て は次の議事について8j3明を
く事務局>第 7奪 の説明をさせていたたく。け斡 1こ基づき説明】
く委員長>第 7章 または3本 を通して算間のある方
(高 橋て制 委員>7猿 表の 「虐衛防止と身体拘京の醸 卜に向けた取り組例 の
内容に 「虐行防止Jと あるが、在宅書も対象に含まれるか。また、介護認定
や介護保険箱仕のサービスを受けていない方には 虐 待の事例が多い。モう
した虐待についての実簿把握を行ってほしい。

(事 務局>在 宅書の僅待も書乱 また 冥 態については 虐 待の被書を高齢吉
から直接闘くことは難しいので 近 所の方からの選報などに対応したい。

(高 僑GD委 員>ala支 援センターの台帳を有効活用して 上手く運用していた
だきたい。

く事潮司>今 後も翻定を受けて末利用の方の把握は腹時やっていこうと思って
いる。

く事務局>在 宅の方の慮待については茅ヶ萄市と共同で協議会をつくってい
る。輝定を受けていない方も対象にすることを言態して 範 買 「(2)費 b
安全な町づくりの推進」の相に要介護者の虐侍についての項目を加える。

く長崎委員長>質問がないようなので以上とする。嬌図サ足でやってきたので
改めてご意見 ご要望があればてきるだけ早く事務局に投げていただきたい。

く事務局>来 週の早いうちにご意見をいただきければありがたい
く事務局>議事録の公関を行うので 議事録の認定を高桶先生にお願いしたい

資  料
2

1 寒川町高齢吉保健福祉計画骨子…資料1

介蔭保慎サービス事業者アンケート調査結果報告書…資料2

議事録承閣委員及び

議事録確定年月日

電捻 論発
高 品 北札

字幅」年/判ヨン4/B確定)


